
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ． ４４ 

発行 １８．１２．１７ 

ＪＲ東労組  業務部 

・新幹線の新たな組織体制に合わせて、ゼロベースで最適な配置を考えた結果である。 
・電力ではキロ数、信通では連動装置の数や規模などに重きを置いて判断している。 
・小山は、従来からＴＥＭＳの拠点があり、基地線もあることからメンテナンスセンターを設置する。 

・2020年までに、研修・ＯＪＴを組み合わせて、最低限初動対応が出来るレベルを目指す。 
・通信の仕事では無線の資格が必要となることから、信号担当社員にも取得を広げていく。 
・新幹線の訓練設備も増やしていく。引き続きレベルアップは追求していく。 

・き電用遮断機と切替遮断器が対象となる。送り出しの重要な装置なので対象とする。 
・変電設備については、保全巡回も直轄化する。 
・信号通信については、変更は予定していない。今回、直外区分を見直さない。 

・新幹線の保守作業に関わる調整は、各メンテナンスセンターが行う事を基本とする。 
・技術センターで実態把握のために集約することはあるだろうが、エリアも広いのでメンテナンスセン
ターで対応する方が良いと考えた。 
・停電計画は技セで集約しており、調整は技セとなる。今までと大きく変わることはない。 

・従来は支社で設備ごとに指定していた。新組織では、一定の統一した考え方を整理していきたい。 
・建築、土木、電力、通信では技術領域が違うと境界点が違う。今社内で検討している。 
・駅によって形態が違うので個別整理が必要。統一することを基本として考えている。 
・駅の設備を在来・新幹線分けることで、TEMSも含めて対応が複雑化する。わかりやすく、混乱しな
いようにしていく。 

・財産の保守責任者は、新幹線技術センターの単位になる。各所長が責任者になる。 
・財産の区分と保守の区分につていは、個別の対応が必要になる。スタンスは整理していく。 
・決裁のフローや手順整理は特に従来と大きな変更はない。 
・財産の区分は全系統に関わるので全体スケジュールに則って進めていく。 

・システムチェンジやモニタリング導入などで、その時々にあった効率的な体制にしていく考えだ。 
・東京100mk圏と新在直通区間では、重要性や異常時の影響などを考えて、直轄体制を維持する。 
・首都圏と地方線区では線区のグレードがある。エリアの重要性を鑑みて、投資やシステムチェンジも
変わってくる。そういった所でメリハリを付けていきたい。 
・日本全体の労働人口が減っている。都度、最適な執行体制をつくっていく。 


